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介護事業利用者の介護サービス選択に関する調査研究

池 田 幸 代＊

　本研究では、介護事業サービスを提供する企業が安定した経営を行うために、現在直面
する問題を解決することを目的としている。その中で、ここでは介護事業所が利用者をい
かにして確保するかに着目した。調査では、主にデイサービスや訪問介護サービスを提供
している東京都内の介護事業所の利用者を対象に、インタビュー調査を実施した。それに
よると利用者は第三者評価などの公開された情報を利用して、介護事業所の選択を行って
いるのではなく、ケアマネージャーや知り合いによる紹介によって事業所を選択している
ことが明らかとなった。介護保険制度が導入された当初、利用者の自由意思に基づく選択
が行われるとみられていたが、実はそうではないことがわかる。そこで本研究では、利用
者確保のために、介護事業所がどのような対策をとるべきかを考える。
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The purpose of this research is to solve the problems currently faced by public nursing-care 
service providers for their stable business operation. In the interview survey, it gave most attention 
to service users of day-care service and attendant service providers in Tokyo area. The result shows 
that those users did not choose the providers by utilizing the open information which is guaranteed 
by the third-party evaluation, but often times being introduced by care-managers or acquaintances. 
When nursing-care insurance system was launched, it was estimated that choice of the service 
becomes free contract, but the result shows to the contrary. Based on this finding, this paper 
considers the measures to be taken by public nursing-care service providers to attract service users 
by understanding customer needs and effective marketing activities. 
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採用した人材に対する「教育･研修不足」と
いった問題を生み出しているとみられる。
　こうした問題を解決するためには、まず「利
用者の確保」を最優先し、介護事業所の経営収
支を改善する必要があるのではないだろうか。
実際、図１ではおよそ24％の介護事業所が「新
規利用者の確保が難しい」と回答している。ど
のようにすれば、介護事業所は利用者を確保で
きるのだろうか。
　そもそも介護保険制度においては、当初、政
府は利用者の自由意思を尊重し、サービス提供
事業所の選択が活発に行われることを目指し
た。また同時に規制を緩和し、事業所の新規参
入も容易にした。これにより質の高い事業所が
生存競争に勝ち、全体としてのサービスの質を
向上させることが期待されてきた。この視点に
基づくと、「利用者の確保」が可能な事業所は、
介護市場の中での競争を勝ち抜いた事業所であ
ると考えられる。逆に、利用者が確保できない
事業所は、他の事業所と比較して質の低いサー
ビスを提供していると考えられる。 
　しかし、実際のところは競争原理があまり機
能しておらず、利用者は客観的に事業所を評価
した上で事業所の選択を行っているわけではな
いといわれている。
　以下ではこの点について検討していく。
1. 2　利用者による事業所の選択
　かつて高齢者介護は、「老人福祉法」のもと
でサービス提供が行われていた。介護サービス
の利用者は、措置制度のもと利用者本人の意思
とは関係なく、役所から指示された介護施設等
を利用しなくてはならなかった。そこでは、介
護サービス提供者と利用者との間での自由な利
用契約を基本としてないため、利用者の希望に
応じたサービス提供がされていなかった。 
　しかしその後、介護保険制度が施行された。
制度上は介護サービスの利用者が主体的にサー
ビスを選択する自由契約方式となった。これ
によって行政側の責任は薄くなり、利用者は、
サービス提供者である訪問介護事業所などを見

１．はじめに

1. 1　介護事業所が抱える問題
　2000年４月１日に介護保険制度がスタートし
た。現在は、全国で14万ヶ所を超える介護サー
ビス事業所が介護サービスを提供している。し
かし、介護事業は多くの問題を抱えていると言
われている。例えば、サービス提供者側の問題
点は、利益をあげにくい産業構造の中にあり、
人材の確保も困難である。また介護サービスは
介護ヘルパーなど、低い賃金で働くサービス提
供者によって、支えられているのが現状であ
る。
　介護事業所の経営上の問題では、賃金報酬、
人材確保、書類作成、教育･研修時間、利用者
の確保といった点で悩みを抱える事業所が多
い。（図１参照）
　介護事業所が抱えている問題として、今の介
護報酬では、経営基盤が成り立ちにくく、経営
収支が厳しい。介護サービスの提供や煩雑な書
類作成に追われているスタッフに対して「労働
環境の改善ができない」、「十分な賃金を払えな
い」ことから「良質な人材の確保が難しい」、

図１　 「介護サービス事業を運営する上での問題点
（訪問系・入所型および通所型施設系全体）」

（出所：介護労働安定センター「平成22年度版介護
労働の現状Ⅰ」p. 41より作成）
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ビス）が利用できる。「要支援１・２」の場合
には、介護予防サービスが受けられる。さらに、
「非該当（自立）」と判断された場合には、地域
支援事業を利用することができる。
　もし、要介護度が「要介護１～５」の場合は、
居宅サービスもしくは施設サービスのいずれか
を選択することになる。居宅サービスのうち、
①自宅を訪問してもらうサービスとして、訪問
介護や訪問入浴介護、訪問リハビリテーション
があり、②自宅から施設に通うサービスの例と
しては、通所介護（デイサービス）や通所リハ
ビリテーション（デイケア）がある。デイサー
ビスでは、食事などの介護や機能訓練が日帰り
で受けられるようになっている。
　居宅介護を選択した場合には、市区町村が発
行する事業者一覧の中から「居宅介護支援事業
者」を選び、そこに連絡をする。これよりその
後、担当のケアマネジャー（介護支援専門員）
が決まるという仕組みとなっている。原則とし
て、ケアマネージャーが在籍する居宅介護支援
事業所は利用者が自ら選ぶことになっており、
必要に応じて変えることもできるが、その場合
には担当市区町村の介護保険担当窓口や地域支
援包括センターに相談できる。
　担当のケアマネージャーが決まると、「ケア
プラン」を作成してもらう。その後、サービス
事業者と契約し、ケアプランに沿った介護サー

つけることができるようになった。図２では、
介護保険制度の仕組みを示している。
　介護サービスを受けるには次の手順をとる必
要がある。まず40歳以上の国民は介護保険料を
納めることになっている。65歳以上の人は「第
１号被保険者」となり、40～64歳の人は「第２
号被保険者」となる。「第１号被保険者」は、
介護が必要となった原因は問われず、介護サー
ビスおよび介護保険サービスを利用できるが、
「第２号被保険者」では、介護保険で対象とな
る病気が原因で「要介護認定」を受けた場合に
限り、サービスを利用できる。もし介護が必要
になった場合は、①まず本人ほか家族が担当の
市区町村の窓口に申請する。ほかに地域支援包
括センターや居宅介護支援事業者、介護保険施
設においても、本人に代わって申請が可能であ
る。次に、②「要介護認定」を受けるが、この
プロセスにおいては、はじめに訪問調査や主治
医の意見書をもとに一次判定が出され、これを
もとに介護認定審査会で二次判定（審査認定）
を受けることになる。最後に③結果の通知を受
けて本人の要介護度が明らかとなると、その要
介護度に応じたサービスや月々の利用限度額が
決まる。要介護度が「要介護１～５」の場合は
介護サービス（居宅サービス、または施設サー

図２　「介護保険制度のしくみと加入者」

（出所：荒川区「みんなのあんしん介護保険」p. ２～
４をもとに作成）

表１　デイサービスの１日の流れの例

　（午前と午後の２部制をとっている場合）
午前の部 午後の部

時間 内容 時間 内容 
９：00～
９：30　

お迎え 13：00～
13：30　

お迎え 

９：30　 到着・健康状
態の確認 

13：30　 到着・健康状
態の確認 

９：45　 軽食の時間 13：45　 昼食の時間 
10：15　 レクリエー

ション 
14：30　 レクリエー

ション 
11：00　 体操の時間 15：30　 体操の時間 
11：30　 昼食の時間 16：00　 おやつの時間 
12：30　 お送り 16：30　 お送り
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いうデメリットをもたらすと述べている。自由
生産・自由販売を建前としながら、企業は市場
の拡大をはかり、最大利潤の追求と蓄積をすす
めていく。自由競争は公平競争でなくてはなら
ず、企業資本の集中化に伴う独占の弊害につい
ては政府による反独占政策がとられる。また市
場経済下の競争原理の意味合いは、市場におけ
る価格決定力を確保することにある。市場価格
はもともと自由価格として市場における需要と
供給の関係によって形成されるが、このような
自由価格ないし市場価格は競争原理（優勝劣敗
の持つ法則）のもつ宿命的帰結から、自由価格
はやがて不自由価格（独占価格）の形成へと進
むことになる（山本，1993）。しかし一方で競
争原理の導入によって、企業や顧客双方にもた
らされるメリットもある。
　Porter and Teisberg（2006）は、医療の現場で
問題が多いことを憂慮し、「患者にとっての医
療の価値を追求すること」を目指すために調査
研究を行っている。その結果、医療では競争が
うまく機能していないことが問題であり、そも
そも医師などの医療関係者が医療の現場で競争
が好ましいと考えてないことにも言及してい
る。そして「なぜ医療では競争がうまく機能し
ないのか」という点について、競争と企業戦略
の観点からその理由を提示した。
　競争がうまく機能しない要因としては、医療
分野ではゼロ・サム競争が起こっていることが
考えられる。具体的には①コストを転嫁する競
争、②交渉力を高める競争、③患者を囲い込み、
選択を制限する競争、④サービスの制限をする
競争、が該当する（Porter and Teisberg, 2006）。
この考えに基づくと、現在の介護事業は介護保
険に基づいたサービス提供を基本としており、
「コストを転嫁する競争」、「患者を囲い込み、
選択を制限する競争」、「サービスの制限をする
競争」の３つに該当するであろう。例えば、「患
者を囲い込み、選択を制限する競争」について
言及すると、介護サービスの利用については、
利用者は居住する市区町村の担当者から居宅介

ビスの利用を開始する。本人が負担する費用
は、サービス費用の１割となっている。
　ケアプランを作成するためには、利用者が自
分の生活を設計するという目的で、積極的に意
見を伝えることが望ましいとされている。ま
た、サービスの利用の途中でも、ケアプランの
見直しができる仕組みである。このように、利
用者主体のサービス提供が介護保険制度のポイ
ントとなっている。
　介護保険制度の導入の一方で、介護市場にお
ける規制緩和も進められた。実際、介護保険制
度の導入時、民間の会社が市場へ参入し、質の
高いサービスの提供を始めると、旧態依然の質
の低いサービスを提供している福祉法人は、す
べてなくなるのではないかという憶測がなされ
ていた。「規制・制度改革においてはできるだ
け規制は入れないようにし、選択制にすること
が言われていた。また介護保険はもう医療のよ
うな情報の非対称性が働く時代ではなく、利
用者が選べるはずとの考えがあった」（藤井，
2011）のである１）。
　しかし、実際はどうであろうか。藤井（2011）
によると、「当初の予測ほど介護の業界では
市場原理が働いていない」という。また鈴木
（2002）によると、介護事業における営利業者
と非営利業者間のサービスの利用時間や業績に
は大きな差があり、非営利事業所に有利な状況
となっていることが分かった。営利業者と非営
利業者間サービスの質には違いがないにもかか
わらず、利用者は非営利事業者を選択する傾向
にあった。つまり、利用者は事業所の選択にお
いて、正しい情報をもとに合理的な判断をして
いるのではなく、「誤った選択をしている可能
性がある」（鈴木，2002）というのである。

２．事業所の選択に影響を与える要因

2. 1　制度上の制約
　山本（1993）によると、資本主義社会の市場
をめぐる競争は、自由競争原理を前提としてお
り、これが過度にすすむと不自由価格の形成と
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である２）。
　今後は高齢者の増加に伴い市場が拡大する介
護市場において、参入する企業が増加していく
と見られている。そこでは今後、介護報酬以外
のサービスにおける競争が拡大し、そこでの差
別化が利用者の確保につながるとみられる。
2. 2　情報の偏在
　利用者は事業所の選択において誤った選択を
している可能性があると考えられる原因につい
て鈴木（2002）は、営利・非営利事業所間の情
報の偏在によるものと結論付けている。
　つまり、利用者に対して非営利事業所に関す
る情報の普及が進んでいる一方で、後発の新規
営利事業所は広告・宣伝を行ったり、質の高さ
を利用者に認知してもらうことが求められる。
しかし、こうした費用を後発の事業所のみが負
担するのは公平な自由競争から見て問題である
というのである。 同様に介護市場の需給調整
を行うケアマネージャーが非営利事業所に有利
に働いていることも指摘している。
　また、高見他（2005）の調査では、調査項目
である「ケアプランについて説明」と「居宅
サービス計画書を用いて説明」の２項目と生
活満足度には関連が見られなかったことから、
「利用者はこれらについての内容を理解してい
ない、あるいは説明を受けていない可能性があ
る」と述べている。その背景には、ケアマネー
ジャーに対し、要介護者や要支援者が受け身の
傾向であり、利用者主体になっていないことが
考えられる。これを受けて、高見他（2005）で
は、介護保険制度およびサービスの情報普及に
努めることや、ケアプラン立案時には利用者が
参加し、主体性のあるケアプランにしていく必
要性を主張している。
　さらに、栗原他（2006）によると、消費行動
においては、「安全性の確保」と「消費者の安
心」の違いを明確に認識すべきであるとしてい
る。例えば、「本来、安全とはリスクの存在し
ない状態を指し、その度合いを示す安全性とは
科学的に客観的な尺度でとらえることができる

護支援事業所のリストを提示される。これを参
考に、利用者は特定の居宅介護支援事業所に連
絡をし、その事業所によってケアマネージャー
が決まる。要支援の利用者は、地域包括支援セ
ンターを通じてエリア内のケアマネージャーを
紹介される。その後、担当のケアマネージャー
は利用者が必要とするサービスに応じて、訪問
介護事業所等を紹介する。また、ケアマネー
ジャーが一度に担当可能な利用者の数は決めら
れている。このことから、利用者は、自由にケ
アマネージャーを選択することができない。
　また、ケアマネージャーは、利用者のニーズ
を把握しながらできるだけニーズを満たすこと
のできる事業所を探すが、その際にケアマネー
ジャーの個人的な経験や認識に基づいて、過去
に問題のあった事業所はリストから除外し、信
頼関係を構築してきた事業所をリストに掲載す
る等し、「お勧めできる事業所」のみを紹介す
る場合がある。この時に、利用者が選択できる
事業所の数は絞り込まれる可能性が高い。その
ため介護事業においては健全な競争が行われる
状況ではない。
　健全な競争は、企業のイノベーションを促進
し、消費者にとっての価値を高めるといわれて
いる。例えば、競争によって効率の改善、商品
の品質の向上、顧客サービスの向上がみられ
る。品質当たりの価格が低下すると市場は拡大
し、より多くの消費者のニーズが満たされるよ
うになる。企業が他社の製品やサービスとの差
別化を図れば、消費者の選択の幅は広がってい
く（Porter and Teisberg, 2006）。
　可能な範囲での健全な競争を目指し、各事業
所は介護保険外の「任意のサービス」によって
差別化を図り、利用者を確保しようと試みてい
る。例えば、訪問介護事業を手掛けるジャパン
ケアサービスグループでは、介護保険に含まれ
ない食品の宅配や家事代行などの事業を低価格
で手掛けている。つまり「本業の介護報酬の引
き上げが見込みにくい中、周辺事業の充実で収
益の安定や新規顧客の獲得を目指す」というの
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のは難しいと言われている。介護サービスを受
けた効果が、実際にわかるのは医療の場合と同
じようにサービスを受けている最中やその直後
ではなく、数時間から数カ月たってからである
ことも想定される。利用者はある事業所のサー
ビスによって、介護の本質的な目的である精神
および身体機能の維持・向上の便益を受けるこ
とができたかどうか評価することが困難なので
ある。
　最後に「提供された便益（価値）を適切に評
価するのに必要な知識・技能を有している」と
いう点については、利用者が介護の専門知識、
介護職員の役割への理解をしていることが前
提である。例えば、訪問介護サービスにおい
て「身体介護と生活援助または生活支援」は可
能であるが、それに該当しないサービスはして
はいけないことになっている。しかし、利用者
は介護スタッフを「お手伝いさん」と認識違い
をし、犬の散歩や庭の草むしりを依頼すること
もある。利用者は、事業所で提供できるサービ
スの範囲内で、スタッフの評価をするべきであ
る。

３．介護事業所における利用者への調査

3. 1　調査の視点
　介護保険制度を導入した当初は、市場の競争
によって、サービスの質が高く利用者満足度が
高い介護事業所は、多くの利用者を獲得するこ
とができ、また高い評判も形成することができ
る、と見られていた。そして相対的にサービス
の質が低い事業所は、利用者を獲得するため
に、サービスの質を高めるべく経営努力をすす
めるか、そうでなければ市場から撤退する。こ
のため、介護業界における市場原理の導入は利
用者からみると好ましいものとなると想定され
ていた。しかし、これまでも述べたように、こ
れはうまく機能していないようである。
　Porter and Teisberg（2006）は、医療の価値を
向上させ、患者のメリットを増やすためには
「診療実績に基づいて医療の価値を向上させる

性質のものである。一方、安心とは不安の存在
しない状態を意味し、その度合いを示す安心度
は、個々人の心理的・精神的な感じ方、つまり
主観的な尺度により把握される。」よって、介
護事業のサービスの評価についても、客観的な
指標から「質が高い」ことと、利用者からみて
「質が高いと思える」のは全く別の次元である。
栗原他（2006）は、このギャップを埋めるため
には、信頼できる情報の提供が必要であるとし
ている。
2. 3　利用者の評価能力の限界
　本澤（2003）によると、介護契約は一般の
サービス契約とは異なる。それは「自由に」
サービスの利用をやめたり、「自由に」色々な
事業者のサービスを試したりできるわけではな
いためである。
　また利用者は、介護契約の締結に必要な意思
能力を十分に備えていなかったり、いったん締
結した契約の内容を忘れてしまったりする危険
性が高い。実際に居宅介護支援事業所をもつ事
業所による利用者の囲い込みがみられ、「利用
者の権利侵害の危険性がある」ケースもあると
いう。
　サービス評価を行うためには、利用者に評価
能力が求められる。しかし、利用者の評価能力
にも制約がある。藤村（2008）は顧客満足調査
を実施する前提として「顧客は消費した価値物
を適切に評価できる」ということが必要とされ
る。また、そのためには以下の３点が必要であ
る、としている。まず「顧客のニーズや評価軸
は適切である」ということである。これは言い
換えると「介護の目的にあった評価軸である
か」ということになる。介護スタッフが「女性
で若くてかわいい」ため、事業所の評価が高く
なるというのは問題である。
　次に、「提供される便益（価値）を明確に知
覚できる」ことも重要である。しかし、利用と
その効果の認識に時間的ずれがあるという性質
をもつサービス（便益遅延型サービス）におい
ては、顧客が提供された便益を明確に知覚する
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ように、東京都荒川区のＫ社の介護サービスを
利用する利用者15名であり、その多くはデイ
サービスの利用者であった。
　事前に利用者との信頼関係を構築するため、
事業所での業務に参加し、その後本人と家族、
ケアマネージャーの了解をとり、自宅に訪問
し、インタビュー調査を行った。利用者や他社
のケアマネージャー、家族の事情により、調査
協力をいただけないケースもあった。また調査
のための訪問も介護サービス提供時間外に行う
必要があるため、インタビューの約束をいただ
くことが困難なケースもあった。
　次章では、インタビュー調査を行うことがで
きた15名のうち、いくつかのケースについて紹
介する。なお、介護事業所の利用者情報保護の
観点から、利用者情報については匿名とする。
3. 2　調査内容
3. 2. 1　 Ａさん（91歳・女性・要介護１・

一人暮らし・デイサービス利用）の
ケース

　地方出身のＡさんは、娘さんの住むこの地域
に引っ越してきてから間もないため、サービス
の選択については、地域の情報を得ることが難
しい状況であった。以前通っていたデイサービ
スは長時間の利用で疲れるという不満があっ
た。他社のケアマネージャーと、デイサービス

競争」と「ケア・サイクル全体における医療の
評価」が必要であるとしている。「診療実績に
基づく競争」をするためには、医療提供者の実
績を評価し広く公表することである。この実績
を比較検討することによって、患者は良質な医
療を提供する医療機関を受診することでメリッ
トを受ける。また、優れた医療提供者は、多く
の患者を迎え入れることで、より診察の規模が
大きくなり、診療の効率が上がり、経験が深ま
り、学習速度が速まる。つまり、良質な医療ほ
ど低コストを実現できるというのである。
　また、彼らは「診療実績に基づいて医療の
価値を向上させる競争は、利用者主導の医療
（Consumer-driven health care）をはるかに超え
るもの」とみている。「消費者主導の医療」は、
患者が、自らのもつ医療に関する知識と評価能
力をもとに医療の評価をすることであると考え
られる。「医療が診療実績に基づく競争をする
ようになれば、医療の質と効率の両方が改善さ
れ、十分な情報を持たない患者や、治療に参加
していない患者でさえもメリットを受けるであ
ろう」と述べている。介護サービスの利用にお
いても同様に、介護事業所の実績や正しい情報
を公開し、利用者はそれに基づいた事業所の選
択を行うことで、利用者自身が恩恵を受けるこ
とにつながるであろう。
　ここでは、介護保険制度の枠組みの中で、利
用者が第三者評価などの公開されている情報の
利用を行っているのか、また、自由にかつ主体
的に事業所を選択し、自由契約に基づいて介護
サービスを利用しているのかを明らかにする。
このため、利用者に対するインタビュー調査を
実施し、利用者による事業所の選択経緯につい
て検討する。
　調査に協力を依頼した事業所は、有限会社Ｋ
社である。現在ケアマネージャーを配置し、居
宅介護支援、訪問看護、訪問介護、デイサービ
ス事業、福祉用具のレンタル事業を展開してい
る。調査は、2011年２月～2011年５月の期間に
実施された。また調査対象者は、表２に示した

表２　調査概要

調査企業概要 介護事業所：Ｋ社（東京都荒川区）
設立：平成15年３月
事業内容： 主に居宅介護支援、訪

問介護、訪問看護、デ
イサービス、福祉用具
レンタル

調査期間 2011年２月～同年５月
調査対象者 Ｋ社の介護サービス利用者15名

（デイサービス、訪問介護サービス
利用者）

調査方法 半構造型の個別インタビュー
所要時間：各30分～１時間

調査記録 ICレコーダーによる録音および
ノート記録
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と考えており、実際現在でも「信頼できる」と
回答している。介護事業所のデイサービスや訪
問介護サービスについては満足しており、機会
があれば周囲の人にすすめたいと考えている。
Ｂさんのデイサービスの利用経験は１年未満で
あるが、特に満足している項目は、「利用時間
の短さ」であり、サービスを選択する際に重視
している項目は、「マッサージの提供」、「お食
事の内容」、「送迎サービスがあること」であっ
た。また、デイサービスのスタッフに対しては、
自分の納得がいくまでわからないことを尋ね、
コミュニケーションを取ろうと考えている。訪
問介護サービスは家事支援のみを週に２回利用
しているが、おおむね満足している。介護事業
所の提供するサービス全体としての評価は「や
や満足」であるという。
3. 2. 3　 Ｃさん（75歳・女性・要介護１・一

人暮らし・ケアマネージャー・デイ
サービスおよび訪問介護サービス利
用）のケース

　Ｃさんは、一人暮らしであり近くに息子家族
が住んでいるため、時々世話をしてもらう事が
できる。ケアマネージャーはＫ社のスタッフで
ある。週に３回ほどヘルパーに依頼し、掃除な
どの家事支援サービスを利用している。また
時々同社のデイサービスも利用している。介護
サービス提供事業所の選択に際しては、顔なじ
みの商店街の店員の紹介がきっかけであった。
「毎日家にいてボケたら困る」という本人の言
葉に、店員はＫ社の提供するデイサービスとい
うものがあると教えてくれた。そこで見学に
行ってみると、送迎サービスがあり、スタッフ
の対応や利用者の雰囲気も良いため、利用をす
ることにした。デイサービスや訪問介護のヘル
パー、ケアマネージャーに対しては、「信頼で
きる」と感じている。また何れのサービスにつ
いても「満足している」という。しかし、介護
事業所のサービスを機会があれば他人にすすめ
るかということについては、あまり積極的にす
すめようとは思っていない。その理由は、評価

の利用について相談したところ、「長時間の利
用は疲れる」という気持ちを尊重し、ケアマ
ネージャーが半日だけ利用できる当事業所の施
設を探し、利用の依頼をした。
　現在デイサービスを利用して１年以上たつ
が、デイサービスの内容については満足してお
り、機会があれば友人などほかの方にサービス
の利用をすすめたいと思っている。特に、Ａさ
んが満足している項目は、「サービス提供時間
の短さ」、「マッサージの提供」である。デイ
サービスの利用に関して聞きたい事や知りたい
ことがあるときには、ケアマネージャーではな
く、デイサービスのスタッフに気軽に聞くこと
ができる。事業所のサービスについては、現状
に「満足している」と回答している。
3. 2. 2　 Ｂさん（76歳・女性・要介護２・一

人暮らし・ケアマネージャー・デイ
サービスおよび訪問介護サービス利
用）のケース

　Ｂさんは、一人ぐらしで独身である。彼女は
荒川区の隣の区に住んでおり、生活保護を受け
て一人で暮らしている。「私最近買い物も何も
できなくて」と隣の奥さんに相談したところ、
隣の奥さんが介護関係の仕事をしており、地域
のサービスを利用するようにすすめられた。区
の民生委員を通じてサービスの利用を受けるこ
とが決まり、隣の奥さんがＫさんの介護サービ
スの利用について、Ｋ社のケアマネージャーに
依頼した。Ｋ社のケアマネージャーが紹介した
のは、Ｂさんの住む区にある近所のデイサービ
スであった。しかし、そのデイサービス施設は、
サービスの提供を受けるためには、朝10時まで
に施設に入る決まりがあった。しかし、Ｂさん
は朝自宅でくつろぎたいという希望を出した。
そのためその地域で唯一半日だけ利用できるデ
イサービス施設があると、マネージャーよりＫ
社のデイサービスを紹介された。地域の介護施
設やケアマネージャーの評判については、よく
わかっていない。しかし、Ｋ社における介護
サービスの利用については、「信頼できそうだ」
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事の内容」や「サービスの提供時間の短さ」も
重要であったと感じている。また、Ｋ社の総合
的な評価については、「やや満足」と回答して
いた。
3. 2. 5　 Ｅさん（77歳・女性・要介護２・一

人暮らし・ケアマネージャー・デイ
サービスおよび訪問介護サービス利
用）のケース

　Ｅさんは、一人暮らしであり近くに息子と娘
が住んでいるため、時々世話をしてもらう事が
できる。２年以上前よりＫ社のサービスを利用
している。ケアマネージャーはＫ社のスタッフ
である。週に一度ヘルパーに依頼し、掃除など
の家事支援サービスを利用している。また時々
同社のデイサービスも利用している。
　介護事業サービスを必要とした当初より、Ｋ
社の社長さんをよく知っており、親切な方だと
認識している。介護事業所に対しても「信頼で
きる」と考えており、ケアマネージャー、デイ
サービス、ヘルパーのサービスについては利用
当初より「評判は良い」と認識している。その
ため、この介護事業所のサービス全般について
「満足である」と述べていた。Ｅさんは、機会
があればその都度、知り合いに事業所のサービ
スをすすめているようである。
　彼女は、事業所のスタッフとはコミュニケー
ションをとることは好きであるため、積極的に
自ら話しかける性格である。サービスの提供に
ついて、満足しているため、不満や苦情を言っ
たこともない。またＥさんは、デイサービスの
選択において「レクリエーション」、「送迎サー
ビス」、「食事の内容」を重視していた。しかし、
最も事業所を選択する決め手となったのは、上
で述べたように「社長と知り合いである」とい
う点である。
3. 3　調査結果
　表３は、インタビュー調査を行った事例の概
要をまとめたものである。利用者の要介護度と
共に、Ｋ社を利用するにいたった経緯を「利用
に際しての意思決定の方法」として記述してい

の基準は人それぞれであり、自分がよいと考え
た事業所のサービスは、相手にとってもよいと
は言えない場合があるからである。
　Ｃさんはデイサービスを利用して３年以上た
つが、デイサービスの選択においてＣさんが重
視する項目は、「送迎サービスがある」、「体操
のプログラムがよい」、「マッサージのサービス
がある」点である。Ｃさんはスタッフに対して
積極的にコミュニケーションを図り、自分でで
きることは他人に任せずに自分でやりたいとい
う性格である。現在、訪問介護サービスの利用
についても不満はないという。
3. 2. 4　 Ｄさん（85歳・男性・要介護１・

妻、息子と同居・ケアマネージャー・
デイサービスおよび訪問介護サービ
ス利用）のケース

　Ｄさんは、体はそれほど不自由ではない。現
在家族と同居しており、自宅での世話を受ける
ことができる。介護については、１年半ほど前
からＫ社のケアマネージャーと、デイサービス
を定期的に利用している。事業所選択の際に
は、自宅から最も近いところを基準に探した。
介護サービスの利用は初めてであり、事業所に
関する情報を持っておらず、地域での事業所の
評判や他人からのすすめで利用を決めたわけで
はない。デイサービスの利用については、ス
タッフの対応もよく、「信頼できる」と感じて
おり、ケアマネージャーの対応についても「感
じがよい」と感じている。デイサービスについ
て、機会があれば知人にすすめるかということ
については、「どちらとも言えない」と考えて
いる。Ｄさんは、自分の体調についてはデイ
サービスのスタッフに伝えることが多いが、ケ
アマネージャーには話す機会がない。サービス
の内容については、わからない点や要望もない
ため、自分から提案することもない。
　デイサービスの選択についてＤさんが現在重
視している項目は、「立地」、「送迎サービスが
ある」、「レクリエーションの内容」である。実
際、Ｋ社のデイサービスを選んだ際には、「食
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あるかどうかや、状況を判断するために、施設
を訪問するなどして、説明を受けた上で事業所
を選択しているケースがある。ただし、この調
査からは、「東京都福祉サービス推進機構」が
担当する「第三者評価制度」３）や平成18年より
実施されている「介護サービス情報の公表制
度」４）を活用しているというわけではないこと
が明らかになった。
　インタビューの中で、利用者自らの事情で
サービスを提供する介護事業所を変えたことが
あると答えた利用者は、一部みられたが、その
理由として「サービスの提供時間の違い」がそ
の理由であった。この地域では、主に朝から夕
方までの長時間のサービス提供をする事業所が
大半であることが分かった。Ｋ社は、他社には
ない半日のデイサービスを実施しており、この
点が他社との差別化ポイントとなっていた。
　また、この調査では、インタビューで得られ
た利用者の意見について、守秘義務とする旨を
伝えていた。それにもかかわらず、Ｋ社のサー
ビスについて、「満足」と答える利用者が多く、

る。また、Ｋ社のサービスの満足度について尋
ね、その結果を表に示した。満足度については、
最も高い「満足」から「やや満足」、「どちらと
もいえない」、「やや不満」、「不満」の中でいず
れかにあたるかを回答してもらった。
　Ｋ社のデイサービスをはじめとするサービス
の利用については、まず自社および他社のケア
マネージャーによる紹介をきっかけとするケー
スが見受けられる。ケアマネージャーは利用者
のニーズと制度との間の橋渡しを行う存在であ
るが、利用者に適正なケアプランの作成をすす
め、サービス提供事業所の選択においての助言
を行っている。実際のインタビューにおいて
は、利用者はケアマネージャーの提示する事業
所のリストに基づき、その限られた情報の中
で、事業所を選択しているケースがみられた。
もしくは複数の選択肢は与えられず、すすめら
れるままに利用を決めたケースもある。またそ
のほかに、近所の知人による紹介が事業所選択
のきっかけであるケースもあった。さらに、特
にデイサービスの場合には、通いやすい場所に

表３　利用者に対するインタビュー調査

要介護度 利用に際しての意思決定の方法 総合満足度
Ａさん 要介護１ 他社のケアマネジャーの紹介。他社のサービス内容に不満があ

り、変更した。
満足

Ｂさん 要介護２ 近所の奥さんから紹介されたＫ社のケアマネジャーの勧めによ
る。

やや満足

Ｃさん 要介護１ 商店街の店員の紹介。 満足
Ｄさん 要介護１ 自宅から最も近いから。 やや満足
Ｅさん 要介護２ Ｋ社の社長と知り合い。 満足
Ｆさん 要支援 友人の紹介。 やや満足
Ｇさん 要介護２ 友人の紹介。 満足
Ｈさん 要介護２ 他社のケアマネジャーの紹介。 満足
Ｉさん 要介護１ 家族が利用していたから。 満足
Ｊさん 要介護１ Ｋ社のスタッフの紹介。 満足
Ｋさん 要支援 Ｋ社のケアマネジャーの紹介。 やや満足
Ｌさん 要支援 他社のケアマネジャーの紹介。他社のサービス内容に不満があ

り、変更した。
どちらとも言えない

Ｍさん 要介護１ 他社ケアマネジャーの紹介。 満足
Ｎさん 要介護１ Ｋ社のケアマネジャーの紹介。 満足
Ｏさん 不明 Ｋ社のケアマネジャーの紹介。 満足
　（出所：筆者作成）
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ビスを選択しようとせずに周囲に勧められるま
まに、事業所を利用する場合、「利用者の行動
のタイプ」は「消極的」と分類される。

特に強い不満を述べる利用者は見られなかっ
た。また事業所の評価について「他の事業所の
サービスとの比較ができないのでわからない」
という回答もあった。

４．おわりに

4. 1　結　　論
　調査結果より次のような仮説が示される。介
護保険制度の利用における利用者による介護事
業所の選択には、①建前上、利用者の自由契約
に基づいて、利用者が事業所を選択することは
可能である。しかし、利用者は、全ての事業所
の情報を得たうえで客観的・総合的に判断し、
事業所の選択を行っているわけではなく、②実
際には、利用者は制約された環境下で、限られ
た選択肢の中から、ニーズにあう事業所を選択
していた（制約された合理性）。また第三者評
価などの客観的なデータを探して活用したケー
スはなく、③利用者は、客観的なサービスの質
の公表結果や評判をもとに意思決定をすること
には消極的であった。このことから、④事業所
のサービスの質を高め、その事実を評価・公表
するだけでは利用者は確保できない。むしろ利
用者確保には、知り合いやケアマネージャーの
紹介が大きく効いている。
　このことから、⑤本業である介護保険サービ
スの質をめぐる健全な事業所間の競争が促進さ
れず、⑥結果として事業所の低コスト・効率化
の実現や組織学習が生まれない。そのため、経
営の健全化につながる介護事業所のビジネスモ
デルを開発することに結びつかない、と考えら
れる。
　こうした一連の流れを示したものが図３であ
る。
　また、事業所の利用者確保について事業所が
取りうる方法を考えるために、まず図４の「介
護サービス利用者の事業所選択モデル」につい
て言及する。まず（1）「利用者の行動のタイプ」
に着目する。これは「積極的」および「消極
的」に分類される。利用者が自ら自主的にサー

図３　「介護サービス事業の経営と
　利用者確保の問題点」

　（出所：筆者作成）

図４　「介護サービス利用者の事業所選択モデル」

　（出所：筆者作成）
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用者の経済的状況」は、今後、利用者の側の要
因として考慮されるべきものであろう。その上
で、介護事業所は利用者のセグメントに応じ
て、価格帯およびサービス内容を設定していく
べきであろう。
　３つ目としては、③「利用者のアイデンティ
ティと規範」である。この視点はAkerlof and 
Kranton（2010）の「アイデンティティ経済学」
の理論をもとにしている。利用者は自らの支払
う経済的なコストとそこから得られる便益バラ
ンスによって利用する事業所を決定するだけで
はない。利用者は時に、自らの社会的立場やそ
こから受ける社会的制約（規範）によって、合
理的ではない決定を選択することがある。社会
的カテゴリーや個人のアイデンティティ、規範
は多種多様なため、利用者を「積極的」および
「消極的」という２つのタイプに分けることは
難しい。しかし、ここでは利用者が自らを「自
分はどのような存在」だと考え、そう考えるが
ゆえに「積極的に事業所を選択することができ
る」と見なしているか、それとも「積極的に事
業所の選択をすべきでない」と見なしているか
について検討するべきである。おそらく前者は
リードユーザーとして積極的に新しいサービス
に注目するであろうし、口コミなどの周囲の情
報にも敏感であろう。後者はたとえ情報感度が
高くとも、自主的に意思決定を行わない可能性
がある。そのため、介護事業所は利用者の獲得
のために周囲の影響力のある第三者や身内への
アプローチを積極的に行うべきであろう。
　最後に、④「利用者の情報リテラシー」であ
る。これは、利用者が自らの経験に基づき、こ
れまでの情報を意思決定に活用するとともに、
第三者評価や公表制度のデータ等を利用して意
思決定に必要な新たな情報を探索したかどうか
に関わる部分である。基本的に、主体的に情報
を探索・活用する能力の違いによって、利用者
の意思決定プロセスは異なると考えられる。そ
こで情報を「探索・利用できる」利用者と「探
索・利用できない」利用者に分類できると考え

　次に、なぜ「利用者の行動のタイプ」が「積
極的」および「消極的」となるか、この点につ
いて影響を与えるものとして（2）「利用者の行
動のタイプを規定する要因」が４つあると考え
られる。
　これはまず①「利用者の身体的・精神的状
況」である。利用者の身体的・精神的な状況に
応じて「判断能力がある」場合と「判断能力が
ない」場合に分けられる。調査協力を得られた
利用者は、受け答えができ、要介護度が低く、
「身体的・精神的状況」において困難な状況に
ない方々である。この場合には、本人に対する
直接的な情報提供に加え、口コミなどを利用し
たプロモーションが効果的であろう。しかし、
要介護度が高くなるほど、「判断能力」が低く
なる場合も増え、その結果として身内や第三者
による事業所の選択が行われることになるであ
ろう。この際には、第三者や身内に対する情報
提供を強化する必要がある。
　続いて②「利用者の経済的状況」である。こ
れには「自活できる経済状態」と「自活ができ
ず援助が必要な経済状態」に分けられる。介護
サービスを利用する際には、いかなる事業所の
サービスを利用する場合においても、料金の１
割を請求され、残りの９割を公費で負担しても
らえる仕組みとなっている。2011年10月14日
に行った「東京都荒川地区地域包括支援セン
ター」に対するインタビューによると、仮に生
活保護を受けている利用者の場合、料金の１割
負担は請求されずに免除される。よって原則的
に経済的なコストによって利用者が事業所を選
択することは、介護保険サービスを利用する場
合においては考えなくともよさそうである５）。
　しかし、「任意のサービス」を手掛ける事業
所が増加するに従い、「任意サービス」による
コストおよびコスト以外の面での差別化が進
み、時に「高級割烹料理屋」などの食事サービ
ス代金や旅行・レクリエーションのサービス料
金が支払えるかどうかが、事業所選択の判断基
準の一つとなることも予想される。よって、「利
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　「コミュニケーション・ミックス」の目的に
は、「広告、販売、PRにより、自社製品ないし
ブランドを効率的かつ効果的に消費者に伝達
し、購買を喚起させる」点と、「自社製品の取
り扱い意欲を流通業者に対し向上させる」点の
２つがある（松岡，2003）。このことから、介
護事業所のプロモーションは、①広告や事業所
の担当者による直接の説明を通じて、自社の
サービスないしブランドを効率的かつ効果的に
利用者および家族に伝達し、利用契約の動機づ
けをする活動（直接的なアプローチ）、②地域
包括支援センターのスタッフ、居宅介護支援事
業所のスタッフ（ケアマネージャー）や医療関
係者に対し、介護事業所のサービスを紹介する
意欲を向上させる活動（間接的なアプローチ）、
の２つがある。これら①および②を実践するた
めには、第三者機関を通じた積極的な情報の開
示を行い、その結果を直接利用者に伝えるとと
もに、事業所の利用者の人的ネットワークを活
用して、事業所のサービスについての評判を外
部に伝えることも有効な方法であろう。
　しかし、最も注目すべきは本質的なサービス
の質とスタッフの質である。実際のところ、介
護事業所の利用者獲得に向けたプロモーション
活動は、質の高いサービスと、それを提供でき
る優秀なスタッフの存在なしには実現できな
い。「企業ブランドの価値創造の観点に基づく
と、顧客に企業の価値を提供するのは、社員で
ある。社員の思い入れがなければ、広告で伝え
ようとするメッセージも十分な効果を発揮しえ
ない」のである（Mitchel, 2005）。つまり、新
規利用者の獲得に向けたプロモーション活動
は、単なる宣伝・広告の領域を超えた広範な組
織的取り組みが求められ、介護事業所の経営戦
略課題となるものだともいえる。
4. 2　今後の課題
　今回、残念なことに利用者本人やケアマネー
ジャー、ご家族など関係者のご協力を得られ
ず、インタビュー調査が実施できないケースも
あった。こうした調査上の制約はあるものの、

られる。著者が別途実施した結果からは、利用
者は情報公表制度などの評判をもとに、合理的
な意思決定をすることは少ないことが分かって
いる６）。
　また、第三者評価などの情報公開を担当する
「東京福祉保健局」に対するインタビュー（2011
年９月実施）では、「公開された情報の利用状
況に関する把握は行っていない」という回答を
得た。そのため、利用者が入手しやすい情報の
提供方法を行政サービスとして、今後工夫する
という点は考慮されていないと考えられる。し
かし、現在の現役世代が時間の経過に伴い高齢
者に加わると、彼らの情報収集・活用能力の高
まりから、様々なメディアを介して情報を得よ
うとする動きが見られると考えられる。加え
て、情報収集・活用能力の高い家族による助言
により、利用者本人が介護事業所の選択を行う
可能性もある。よって、介護事業所におけるプ
ロモーション活動の強化が求められる。
　「利用者の行動のタイプ」が積極的である場
合には、おそらく利用者本人に対するプロモー
ションを実施することが必要だろう。一方、「利
用者の行動のタイプ」が消極的であっても、介
護事業所の情報提供は必要であり、その場合に
は家族や知人、ケアマネージャーといった周囲
の人々へのプロモーションをすすめる必要があ
りそうだ。いずれにしても、介護サービスの提
供事業所は、現在の利用者及び潜在的な利用
者、さらにはサービス提供に関わる人々に向け
たプロモーションを実施するべきであろう。
　では、利用者の獲得に向けて事業所は、具体
的にどのようなプロモーション活動を行ったら
よいだろうか。「マーケティングの定義」によ
ると、マーケティングミックス戦略は、「プロ
ダクト・ミックス（製品戦略）」と、それを市
場に対し、スムーズに配荷し、消費者の購買
意欲を喚起する、「ディストリビューション・
ミックス（流通戦略）」と「コミュニケーショ
ン・ミックス（広告、販促、PRの各戦略）」か
ら成り立つ７）。
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みは、現在国会で見直しをすすめているもので
あり、今後変更される可能性がある。

５）ただし、サービスを利用する際に、延長料金や
食事代や旅行代金などが請求される場合があ
り、これは自費分として請求される。例えば、
高級割烹料理店の食事を提供するといった付加
サービスを提供する事業所においては、利用者
が経済的な面からその事業所を選択しないケー
スも考えられる。

６）2011年９月に実施した千葉市地域包括支援セン
ター「千葉市あんしんケアセンターうらら」へ
のインタビュー 」の担当者に対する、筆者によ
る聞き取り調査をもとにしている。

７）松岡（2003）は、「プロモーションはここでは
広義のプロモーション戦略を意味しており、コ
ミュニケーション・ミックスと同義語である」
と述べている。「コミュニケーション・ミック
ス」は、企業が直接関係を構築する「利用者」
だけでなく、その周辺および潜在的な人々（「顧
客」と定義される）を対象にした、広範な概念
である。本研究では、利用者獲得に向けたプロ
モーションについて、「コミュニケーション・
ミックス」に関する知見を活用することは意義
があると考えている。
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